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研究成果の概要：海上物品運送法制の現代化という課題に向けて，①伝統的な定期船／傭船契
約の二分論では語れない多様な運送契約形態の規律（特に運送法の強行法規性），②海上航行技
術の発達を前提とした当事者間のリスク配分，③物品運送にかかる電子化に関連する法的イン
フラの整備を中心に検討を加えた．その際，伝統的な物品運送条約に加え，2008年末に成立し
た国連国際海上物品運送条約（ロッテルダム・ルールズ）の内容をも検討対象に加えた． 
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１．研究開始当初の背景 
 従来，わが国を含めた主要先進国において
採用されてきた国際海上物品法制は，その作
成から４０年近くを経たヘーグ・ヴィスビ
ー・ルールズ体制（１９６８年議定書によっ
て改定された１９２４年船荷証券条約）によ
っている．１９７８年には，伝統的なルール
を現代化すべく，新しい国連海上物品運送条
約（ハンブルク・ルールズ）が作成され，こ
れは，その後発効したものの，主要先進国は
批准しておらず，従来の体制に取って代わる
ものとはなり得ていない．その結果，現在の
国際海上物品運送法制は，現在の海運実務を

十分に反映したものとはなっていない．たと
えば物流契約の電子化の進展への対応がな
されていないことはもとより，伝統的法制の
もとで十分カバーされていないさまざまな
法律問題があり（たとえば，荷受人への物品
の引渡及びそこから生じる責任，譲渡性のな
い運送書類の取り扱い，複合運送的な側面
等），各国の法制に統一がない状態が放置さ
れている．さらに多様化する運送契約形態を
めぐって古色蒼然とした傭船契約／定期船
の二分論によって規律することへの疑問も
提起されている． 
そのような中，本研究開始時点において，
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より包括的な海上物品運送条約の制定に向
けた動きが，国連国際商取引委員会（ＵＮＣ
ＩＴＲＡＬ）において検討され始めており
（その後2008年末に条約は採択された），ま
さに海上物品運送法制の現代化のための動
きが現実化しつつあった．そのような中で，
わが国においても，集中的な調査・検討を行
い，さらには新たに作られつつある国際的な
レジームにどう対処するかといった立場を
固めるための研究に緊急の必要性があった． 
 
２．研究の目的 
１．で述べたような事情を背景とする本研
究は，海運実務の変化に対応する新しい海上
物品運送法制のありかたを探るものである．
より具体的には，次の４点について解明する
ことで，その目的を達成することを目指した． 

 
(1)運送契約の多様化・強行法的規律と契約
の自由 
 近時，国際的な物品運送契約は従来のよう
な定期船／傭船契約の二分論では語れない
多様な運送形態がとられてきており，またそ
れらにおける運送人・荷主間の力関係もさま
ざまである．それらの実態を明らかにし，そ
れを法制度としてはどういう形で定式化で
きるかを検討する．特に，アメリカとの間の
取引で大きな割合を占めるサービス・コント
ラクトについては，業法的規制・競争法的規
制の観点からは研究されてきたが，その私法
的な取扱いについても，今一度考え直す必要
がある． 
 特に，伝統的な定期船契約における荷主の
保護といった単純な命題は，海上物品運送契
約の多様化を前提とするともはやそのまま
は妥当しないことの注意する必要がある．規
制緩和がさまざまな領域で進展する中，強行
法的規律（運送契約における契約の自由）の
必要性や根拠についても検討を加える必要
がある．  
  

(2)従来の国際条約のカバーしていない法
律関係    
物品の引渡し，運送品処分権，譲渡性のな
い運送書類をめぐる法律関係について，各国
法を参考にしつつ，わが国の現在の法制及び
あるべきルールのあり方を研究する．とりわ
け近時問題とされている保証渡しの問題や
譲渡性のない運送書類（Sea Waybill）の証
拠力等について，貿易金融における運送書類
の役割・機能と合わせて検討する必要がある． 
  

(3)海上物品運送と電子商取引 
運送書類の電子化の問題に代表されるよ
うな海上物品運送にかかわる電子商取引に
ついての法規制のあり方を検討する．まずは
BORLERO システムのように現に稼働して

いる仕組みを検討することはもちろん，電子
商取引に関する諸条約・モデル法との関係・
整合性，さらに各国における電子署名制度に
ついても視野に入れ検討する． 

 
 (4)関係者間での最適なリスク分配 
 物品運送契約における効率的なリスク配
分という観点から，従来の法制について検討
を加える．たとえば以下のような諸点が検討
の対象となる．①伝統的な運送人の免責事由
の存在意義，②海上運送人特有の義務（堪航
能力担保義務）の存在意義，③荷主の責任（と
りわけ危険物や物品に関する情報提供の責
任），④異なる運送手段間のルールの調整，
⑤運送法の領域における強行法規性の存在
意義といった問題である． 
 
３．研究の方法 

(1)多様化した現代の海上物品運送につい
て，現実の実務の要請をふまえるための実証
的な調査を行う.運送形態に関する各国の業
法的な規制や競争政策のありようが，海上物
品運送契約の形態の選択に大きく影響を与
えている点も，合わせて調査した． 

 
(2)利害関係人間のリスクの分担のあり方
を考えるべく，経済学の分析手法を用いる
（いわゆる「法と経済学」）等といった新し
い方法論を試みた． 
 

(3) 従来の国際条約のカバーしていない法
律関係等に関するルールのあり方について
は，伝統的な比較法的手法を用い，各国の法
制度―――制定法・判例のみならず標準約款
等も含め―――を調査した． 

  
(4)物品証券の電子化に伴う諸問題といっ
た技術的な側面については，国際的な業界団
体や専門技術者の協力を得て調査検討を進
めた． 
 
４．研究成果 
 (1)運送契約の多様化と強行法的規制 
近時の海上物品運送においては，伝統的な
定期船／傭船契約の二分論では語れない多
様な運送契約形態が増えてきている．たとえ
ば北米サービスコントラクト等のように，一
定期間・一定数量の物品輸送へのコミットメ
ントがある形態の場合，荷主の力が相対的に
強くなり，荷主は必ずしも強行法的保護を必
要としない．こういう場合には，運送人の義
務・責任の軽減を含めた特約の自由を容認す
ることで，より適切なリスク配分が可能にな
る． 
もっとも特約の自由が認められる範囲を
どのような形で画していくかは難問である．
契約形態によって画する場合，とりわけ期間
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や運送品の数量による定量的な基準を用い
た規制は，現実的には，採用することが難し
いように主割るし，定性的な基準（重要なコ
ミットメントの存在を要求するなど）による
規制では，あまりにルールの適用が不安定と
なり，当事者の予見可能性を欠くことになる．
もし契約の種類によって規律を異にするこ
とが難しいとすれば，むしろ特約を導入する
手続的な要件を厳格にしていくことで濫用
を防止することが，一番現実的なのかもしれ
ない． 
最新の国連海上物品運送条約（ロッテルダ
ム・ルールズ）では，北米サービスコントラ
クト等に代表される形態の定期船運送につ
いて，「数量契約」についての特則という形
で，特約の自由を導入しているが，それは以
上のような観点と整合的に思われる．もっと
も，そこで置かれている厳重な要件について
は，果たしてそこまで厳重な規制が必要であ
ったか，検討が必要となろう． 
 
(2)海上物品運送とリスク分配 
ついで，「法と経済学」の観点から，当事
者間のリスク配分について検討すると，伝統
的な海上物品運送法制では，必ずしも望まし
いリスク配分になっていない面が少なくな
いことが分かった． 
たとえば，一部の免責事由（たとえば航海
過失免責）に関しては，現在では正当化が困
難に思われる．延着責任については，どのよ
うな場合にそれが生じるかという点がはっ
きりしないことが多く，また経済的損失につ
いての賠償範囲も各国でさまざまに分かれ
る．むしろ延着責任それ自体は原則として容
認した上で，適切な責任制限のもとにおくの
が合理的なルールではないかと思われる． 
物品の滅失・毀損に関して設けられる運送
人の責任限度額については，残念ながら十分
なデータが集められなかった．ただ一部で説
かれているようにほとんどの請求が既存の
限度額の範囲内に収まっているとすれば，こ
の点を特に修正する必要はないのかもしれ
ない．もっとも，パッケージと重量の二重の
基準による責任限度額の設定は海上物品運
送特有の法制であり，その合理性については
検討の余地があるかもしれない． 
なお責任制限に服する債権の範囲が各国
で相当異なっていること（特に荷受人（証券
所持人）以外の者への引渡の扱いであるとか，
証券上の不実記載に基づく責任等が責任制
限の対象となるかに関する考え方が大きく
異なる）については，統一する必要がある．
新しい国連海上物品運送条約では，この点は
手当てされているものの，たとえば保証渡の
場合をめぐって責任制限阻却事由があるか
否かについては解釈が分かれそうである． 
ちなみに本来の研究アジェンダに含まれ

ていたものではないが，わが国の国際物品運
送法には条約と内容が異なる疑いのある事
項が少なくないことも，当該研究の副産物と
して分かった．特に仮に新しい国連物品運送
条約を批准する場合には，注意する必要があ
る．これは，より一般的に言うと，統一条約
の国内的なインプルメンテ－ションのあり
方として，別途研究対象となりうるテーマで
ある．  
 
(3)複合運送的側面と条約間の調整 
現在のコンテナ輸送は，海上運送に限定さ
れないドア・トゥ・ドアの複合一貫輸送であ
ることが多い．その場合，一貫輸送について
統一的に適用のある運送規制法制が望まれ
ることになる（新しい国連物品運送条約では，
海上物品運送を基本とした一貫輸送法制を
規定する）．ただ複合運送的な規律を導入し
た場合には，どうしても既存の陸上運送条約
等との調整が必要となる． 
現実にどの範囲で調整が必要かは，個々の
条約の解釈にかかわるため，千差万別で，一
律には論じることができない．いずれにせよ，
いわゆるネットワーク・システム（一定の範
囲で，運送手段毎に適用されるルールを尊重
する）がある程度対処になるが，それでは対
処できないケースも残ることも分かった（た
とえば，道路運送条約（ＣＭＲ）は，トラッ
ク等が積み荷を乗せたままフェリーによっ
て海上輸送されるようなケースも，「陸上運
送」として規制するが，海上物品運送条約と
の間での規制の衝突は避けられない）． 
新しい国連物品運送条約は，ネットワー
ク・システムと個別対処との双方を設けるが，
それで十分問題が解決できているか疑問も
あることに注意する必要がある． 
 

(4)物品運送にかかる電子化 
物品運送にかかる電子化に関しては，稼働
を開始した電子船荷証券については，関連す
るインフラ（税関で必要な情報等の電子的提
供システム）の整備が遅れていることもさる
ことながら，物権的効力等についての法律関
係の不安定さの解消が必要となることがわ
かった．たとえば，いわゆるBOLEROシステ
ムに基づく電子船荷証券については，国際Ｐ
Ｉグループによって付保の対象とされてい
るが，日本のTEDDYシステムが対象とされて
いない最大の理由が，その法的側面の不安定
さにあるのではないかと思われる． 
新しい国連物品運送条約においては，電子
的な運送書類と伝統的な紙ベースの運送書
類についての機能的等価性を認めるが，電子
的運送書類，とりわけ譲渡可能な電子的運送
書類についてのセキュリティの程度である
とか，具体的な仕組み，さらに電子署名の要
件等については，一切触れていない．技術的
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進展の激しい領域における具体的な規律の
難しさを反映していると言える． 
 
 (5)従来の物品運送条約で解決されていな
い諸問題 
 伝統的な物品運送条約ではカバーされて
いない法律問題のうち，特に物品の引渡をめ
ぐるルールが問題となっている．いわゆる船
荷証券の危機と呼ばれる問題である．新しい
国連物品運送条約においては，証券上の記載
によって受戻証券性を緩和する可能性を認
めるが，荷為替実務からの強い抵抗も見られ
る．本研究においては，受戻証券性を緩和す
ることが実務に与える影響についての検証
はできなかったが（実際にそういうルールが
実施されていない以上，影響を測ることは困
難である），仮にそういうルールを導入する
場合にはどういう規律が必要かについて検
討した．結論としては，少なくとも，船荷証
券上に明示的な記載（裏面約款ではなく表面
の記載）によって受戻証券性を制限する方法
は認め，そして金融機関がこれに対応できな
いのであればそういう船荷証券を荷為替に
おいて受け取らないという形で対処してい
くのが，一番現実的な対応なのではないかと
思われた．そして受戻証券性を制限する記載
がある場合に，運送人が免責されるために取
るべき最低限の確認手続および善意の第三
者の保護要件等を別途設けることになる． 
 新しい国連物品運送条約においてその扱
いは二転三転したものの，最終条文において
は，基本的にこのような仕組みを採用するこ
ととなった． 
 
以上について，万国海法会第３９回国際大
会（アテネ）のコンファレンスでの報告・司
会を行うとともに，国内においても新しい国
連海上物品運送条約に関する分析・紹介活動
を行い，雑誌論文の形で論稿を発表した（「研
究発表」の項目参照）．また海外の雑誌にも
論文を投稿しており公表を待つ段階となっ
ている． 
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